
T s u C i t y

１３－(１)－① 農業振興施策①13.農林水産
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基本的な施策の方向

耕作放棄地減少、販売農家減少への歯止めと、担い手の確保、農産物の更なる生産振興と消費拡大が必要

令和7年度農業振興費予算
５23,891千円

（獣害対策費、畜産業費を含む）※人件費除く

●農地の保全と活用

●担い手の育成と確保 ●生産振興

●農産物の普及・消費拡大

6,393

4,978

2,778

（耕地面積・水稲作付面積・収穫量推移：農林水産省統計情報、農家数・農業就業者数：農林業センサス、認定農業者・認定新規就農者：津市データ）
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6,646

●耕地面積（田・畑）は平成24年に比べ6.7％の減
●総農家数（耕地面積10ａ以上又は販売金額15万以上）は10年間で39.7%の減、販売農家数（耕地面積30ａ以上又は販売金額50万以上）は49.0％の減
●水稲作付面積は14.3％の減、担い手農家数は微増
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※６０日以上従事
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１３－(１)－② 農業振興施策②

農地に対する支援

・要活用農地復元事業補助金
・農用地流動化促進事業奨励金
・水田活用自給力向上事業交付金
・耕作条件不利農地借受奨励金
・農地区画大規模化支援事業補助金

農業者に対する支援

・新規農林水産業ビジネスチャレンジ支援事業補助金
・集落営農組織補助金
・農林業就業促進対策事業補助金
・農業経営基盤強化資金等利子補給補助金
・経営基盤強化支援事業補助金（担い手等法人化推進事業・新規人材雇用支援事業）
・小規模機械導入支援事業補助金
・ジャンボタニシ被害防除事業補助金

予算 101,062千円

予算 33,447千円

令和７年度の農林水産政策課の施策一覧

営農継続支援事業 （市単独事業） 予算 134,509千円
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１３－(１)－③ 農業振興施策③

農地に対する支援

・中山間地域等直接支払事業交付金
・多面的機能支払交付金
・環境保全型農業直接支払交付金

農業者に対する支援

・（再掲）中山間地域等直接支払事業交付金
・農業次世代人材投資資金、新規就農者育成総合対策事業

予算 246,911千円

予算 28,125千円

有害鳥獣等対策事業 予算 84,211千円

営農継続支援事業 （国・県補助事業） 予算 275,036千円
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13.農林水産

獣害等に対する支援 予算 15,947千円

・有害鳥獣防護柵設置事業補助金
・有害鳥獣対策推進事業補助金
・有害鳥獣捕獲用檻設置費等補助金
・わな猟免許取得費等補助金
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１３－(１)－④ 農業振興施策④

令和７年度の主な市単独事業等

●農地の保全と活用

令和7年度取組組織数：１１4組織 ●農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る
ための地域の共同活動を支援
【予算額 202,954千円 】

●地域の意向を尊重した事業の推進
【農用地流動化促進事業奨励金 予算額５，２５６千円 】
※うち畑地拡充分331千円

農用地流動化促進事業奨励
金（市単）

農地流動化促進事業：農地集積に
係る新規の利用権設定（５年以上
の賃貸借）に対し、借り手への奨
励金を交付（美杉地域：２０，０００
円／１０ａ、美杉地域以外：１０，００
０円／１０ａ）
※令和６年度より、畑地について
１０，０００円／１０ａを既存の
奨励金に上乗せ
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●耕作条件が不利な農地を借り受けている認定農業
者等を支援
【耕作条件不利農地借受奨励金 予算額２，１８１千
円 】

耕作条件不利農地借受奨励
金（市単）

２つ以上の耕作条件が不利な農地
を借り受けた場合（利用権設定等
（５年以上の賃貸借））に対し、奨励
金を交付
（４７，０００円／１０ａ）

●耕作する農地の区画拡大を支援
【農地区画大規模化支援事業補助金 予算額３，４２５
千円 】

農地区画大規模化支援事業
補助金（市単）

隣接する田・畑の畦畔を除去し、農
地区画を拡大する事業に対して、
補助金を交付
（畦畔除去 ５，０００円／１０ｍ、
畦畔除去後の整地 ７円／㎡）

13.農林水産

多面的機能支払交付金
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１３－(１)－⑤ 農業振興施策⑤

令和7年度の主な市単独事業等

351

●担い手の育成と確保

農林業就業促進対策事業
の推進（市単）

農林事業者が就業希望者に実施す
る実践研修を支援

●新規就農希望者を雇用する事業者を支援
（令和元年度から農業後継者にも対象を拡大）
【予算額 ２７０千円 】

●通年開催とし、土づくりから、収穫までの一連の作業を
体験することで、就農希望者の知識習得をサポート
【予算額 ５93千円 】市民農業塾の開催

担い手等の法人化の支援
（市単）

経営体が法人化した場合に、補助
金を交付
（１経営体につき上限１２万１千円）

●営農拡大を目指して法人化する認定農業者等を支援
経営基盤強化支援事業補助金（法人化）
【予算額 ３６３千円 】

担い手等の人材雇用への
支援（市単）

経営体が新規に人材を雇用した
場合に、補助金を交付
（就農者１名につき上限２３万３千
円、経営体と就農者で折半）

●新規の人材雇用を行う認定農業者等を支援
経営基盤強化支援事業補助金（人材雇用）
【予算額 ３，４９５千円 】

新規就農者への支援
（市単）

初めて農業を畑地で行う場合、必
要な小規模機械の導入に対して、
補助金を交付
（１／２、上限１５万円）

●新規就農者の小規模機械導入を支援
小規模機械導入支援事業補助金
【予算額 １，2００千円 】

13.農林水産
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「津市農林水産物利用促
進協議会」による津市産
農林水産物の市内外で
のＰＲ事業

１３－(１)－⑥ 農業振興施策⑥

●農産物の普及・消費拡大

令和7年度の主な市単独事業等

農林水産物
生産消費循環
システム構築支援

●津市産農林水産物PV、ホームページの活用などによる市内
外への情報発信と、津産津消推進店・津市産農林水産物活用推
進店の充実や市内外でのイベント開催による需要拡大の促進
【予算額 １，207千円 】

●特産松阪牛の生産支援

特産松阪牛素牛導入
事業補助金（市単） 特産松阪牛の素牛となる兵庫県

産雌子牛の導入に対し１頭あたり
７万円を支援

●特産松阪牛の生産を支援
【予算額 ７００千円 】

●生産振興

新規農林水産業ビジネスチャレンジ
支援事業（市単）

集落営農促進対策事業（市単）

●農林水産業者の新たなビジネス創出等６次産業化を
サポート
【予算額 2,000千円 】

●集落営農組織に対する農業用共同利用機械の新規
購入を支援
【予算額 14,405千円 】

松阪肉牛共進会出品
事業補助金（市単）

●松阪肉牛共進会出品を支援
【予算額 70千円 】

歴史と伝統ある「松阪肉牛共進
会」本選出品１頭に対し３万５千円
を支援
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１３－(１)－⑦ 農業振興施策⑦

農業委員

農地利用
最適化推進委員

津市

農業協同組合

三重県
津農林水産事務所

関係５者が一堂に会する営農会議を定期的に開催し、
農地の利用最適化や耕作継続に繋がる地域の課題解決に取り組む

地域の共同作業への支援
中山間の条件不利地支援

獣害対策

農地パトロール
農地利用意向把握
農地のマッチング

営農指導、農作業支援
農業経営参入

巡回指導、相談

地域の課題

●令和版営農会議の開催 市内１２エリアにて令和版営農会議を設置 （令和元年度開始）

Ｒ7年度は、各エリアにてＲ7．
７月に１回目を開催、Ｒ8．２月
～３月に２回目を開催予定

・高齢化による農業離れ、担い手不足
・担い手への農地集積が進まない

・担い手の育成・確保の取り組みについての検討
・農地の利用集積について関係者を交えて協議

・ジャンボタニシの防除
・獣害の問題

・ジャンボタニシ被害があった地域で、捕獲器の作
成の実習を実施
・獣害の相談があった地域で、支援援制度の説明や
対策について地元との協議を実施
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13.農林水産

ジャンボタニシの卵
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１３－（1）－⑧ 【市長コラム】「令和版・営農会議」始動

令和元年１２月１日号 広報津より
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１３－（1）－⑨ 津市独自の営農継続支援事業13.農林水産
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令和６年１１月１日号 広報津より
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１３－（1）－⑩【市長コラム】津市独自の営農継続支援策13.農林水産
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地 域 計 画
（地域農業の将来の在り方＋目標地図）

人・農地プランから地域計画へ

農業者の減少が加速！農地の集約化等に向けた取組の加速化が必要！

市町村は、地域の将来の農業の在り方・目標地図等を定めた地域計画を策定・公告しなけ
ればならない。（改正農業経営基盤強化促進法第２０条）
津市では、市内各地域にて、地域計画の策定を進めており、各地域の合計74地区で策定・
公表済。（R7.2月末時点）

地域農業の将来の在り方 目標地図

これまでの取組 人・農地プランの作成・実行

農業経営基盤強化促進法の改正（R5.4.1施行）

市内７６地区で作成済

＋

Ｒ５～６の２年間で
作成する

１３－(１)－⑪ 農業振興施策⑧
※『人・農地プラン』は、農業者の話し合いに基づき、地域農業における中心経営体、
地域における農業の将来のあり方を明確化し公表するものです。

357
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１３－(２)－➀ 農業基盤整備➀

令和7年度の農業基盤整備【予算額599，870千円】（内、繰越事業費180,345千円）

●市単土地改良事業

【事業概要】
○ 農業用施設に係る地元自治会・土地改良区等からの要望に対し、水路改修工事等の実施、
小規模な地元発注工事に対し て補助金の交付を実施。

○ 生コンクリート・砕石等の原材料を地元へ支給することにより農業用施設の整備・補修を行う。

主な事業名 予算額（Ｒ7年度） 実績（Ｒ５年度）

農業用施設等改修事業 43,083
【事業費：30,880】
長岡町地内水路改修工事ほか５件

補修用原材料支給事業 12,671
【事業費：17,113】
砕石等原材料支給 計２１２件

市土地改良補助事業 54,475
【事業費：52,780】
藤方水利組合ほか８８件

【単位：千円】

市単土地改良補助事業
（大里睦合町地内）水路改修工事

【施工前】

【施工後】

農業用施設等改修事業（長岡町地内水路改修工事） 農業用施設等改修事業（今井池廃池工事）

358
【施工後】【施工後】 【施工前】【施工前】
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１３－(２)－➁ 農業基盤整備➁

●県営等土地改良事業
【事業概要】
○ 市負担金等を負担することにより、営農経営・維持管理労力の軽減を図り、担い手への利用集積の向上に努める。

主な事業名 予算額（Ｒ7年度） 実績（Ｒ５年度）

ため池耐震性調査業務委託
91,600

（内、繰越事業費 62,000） 【事業費：116,262】ため池２３か所

基幹農業水利施設ストックマネジメント事業（負担金）
中勢用水１期・２期

67,629
（内、繰越事業費 25,361） 【負担金：87,200】波瀬川地区、中勢用水１期・２期

水利施設等保全高度化事業（負担金）
高野尾花木の里地区

6,750
（内、繰越事業費 6,300） 【負担金：24,660】高野尾花木の里地区

県営ため池等整備事業（負担金）
間右エ門池、新池

31,960
（内、繰越事業費 24,060） 【負担金：2,462】間右エ門池地区

農地中間管理機構関連農地整備事業（負担金）
一身田平野地区、鈴鹿市栄地区

33,221
（内、繰越事業費 25,188） 【負担金：5,593】一身田平野地区、鈴鹿市栄地区

湛水防除事業（負担金）
千里地区、平野地区

22,680
（内、繰越事業費 10,400） 【負担金：1,620】千里地区

農村地域防災減災事業における事業計画書作成業務委託
梅ケ谷池

3,690 【事業費：12,051】平野地区

水利施設管理強化事業（負担金）
中勢用水

5,390 【負担金：3,993】中勢用水

【単位：千円】

農業用河川工作物等応急対策事業（高野地区）

【土質調査
（ボーリング）】

ため池耐震性調査（六田池_榊原町）基幹農業水利施設ストックマネジメント事業（波瀬川地区）

平時 取水時
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１３－(２)－③ 農業基盤整備③

●県営等土地改良事業

事業名 実績（Ｒ１年度）

ため池ハザードマップ作成業務委託 【事業費：11,065】

【単位：千円】

○ 近年、集中豪雨が頻発化する傾向にあり、農地・農業用施設災害も増加傾向にあることから、市内のため池のうち下流域に人家や公共施設
が所在するため池において、万が一、大雨や地震の発生により破堤した場合にどのような被害が想定されるかを周知することで、地域住民が
安全かつ迅速に避難行動が取れる判断材料とするために、平成29年度及び令和元年度にため池ハザードマップを作成しました。

○ 市内の３９３箇所のため池のうち、下流域に人的被害のおそれがあるなどのため池２６２箇所を選定し、ハザードマップを作成

ため池が満水状態で大雨及び地震の発生に伴い堤体が破堤した場合を想定し、
浸水到達時間や浸水想定区域、浸水深を色別で表示するとともに避難場所につ
いても掲載

大雨及び地震の発生に伴いため池の堤体が破堤した場合を想定し、平時か
らの地域や各家庭における心構え等を掲載

配布先 430団体 ※対象自治会２８８（うち、自主防災会２４８を含む）及びため池管理団体１４２ ［ H30年7.1配布 ］

【地図面】 【啓発面】

津市ため池ハザードマップについては、津市ホームページで閲覧いただけます

実績（Ｈ29年度） 【事業費：105,709千円】ため池ハザードマップ作成業務委託

※防災重点ため池の基準の見直しに伴い、追加で令和元年度に24箇所作成しました。対象自治会（47）には広報津令和2年7月1日号に同時配布済。
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１３－(２)－④ 農業基盤整備④

【事業概要】
○ 排水機場等の定期的な整備・補修を実施し、施設の適正な操作と維持管理を行い流域の浸水被害防止を図るとともに、農業用水の安定供給に努める。

●農業用施設維持管理事業

主な事業名 予算額（Ｒ7年度） 実績（Ｒ５年度）

農業用施設修繕 5,549 【事業費：1,386】中山排水機場ポンプ設備修繕ほか

施設等維持管理業務委託 7,172 【事業費：6,245】納所排水機場ほか保安管理業務委託ほか

設備等改修工事費 29,488 【事業費：45,814】納所排水機場（新館）ポンプ設備改修工事ほか

土地改良施設維持管理適正化事業 3,836 【事業費：6,436】尺目池堤体補修ほか

緊急自然災害防止対策事業
●農業用ため池洪水調整池転用事業

60,000 なし

【単位：千円】

●農地一般事務事業

【事業概要】
○ 土地改良施設の適正に管理し、農業生産基盤の安定化を図る。
○ 各種土地改良事業関係の負担金を負担することにより農家の負担軽減をするとともに
土地改良事業の円滑な執行に努める。

主な事業名 予算額（Ｒ7年度） 実績（Ｒ５年度）

農業用施設修繕 1,100 【事業費：605】津北部農村公園浄化槽修繕ほか

施設等維持管理業務委託 13,721 【事業費：14,179】農業用施設草刈業務委託ほか

【単位：千円】

農業用施設
草刈業務

納所排水機場

２号排水ポンプ

361

【施工前】

【施工後】

50年確率相当の降雨に対応するため、ため池を洪水調整池
への転用を進め、雨水調整容量を確保することにより、浸水
被害の軽減に繋げる。
実績 令和２年度：真ヶ坪池、池ノ谷池

令和３年度：兵丹池
令和４年度：千歳池

●農業用ため池洪水調整池転用事業の効果

中山排水機場

１号排水ポンプ

２号排水ポンプ
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広報 津 平成27(2015)年10月1日号
「シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政」より

１３－(３) 農地維持対策

362
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農業用水の確保

洪水への備え

ダム下流の農地では１年間にダ
ム2.5杯分の水が必要なため、で
きるだけ多くの量を貯水しておく
必要があります。
君ヶ野ダムの様な洪水調節容量
のあるダムは、常にその分をカラ
にして、洪水に備えています。

貯水率95％ (8月9日の降り始めから約15時間で満水)

安濃ダムは、農業用水専用の利水ダムとして農林水産省のかんがい排
水事業によってつくられ、平成元年12月から三重県が操作管理を行っ
ています。

安濃ダムは、大雨による急激な洪水流入に対応するため、ダム湖に貯める
ことのできる最高水位よりも低い管理水位を定めて運用しており、これに
より、ダムの空き容量ができる夏の終わり頃からは、台風などによる洪水
を軽減することができます。

安濃ダムでの新たな取組 小水力発電事業

１３－(４) 安濃ダム農業用専用ダムでの取組

ダムの利水容量980万㎥
※東京ドーム約８個分

渇水の影響で貯水率19％(平成26年8月9日ＡＭ8時頃）

平成26年台風第11号
が来る前の貯水状況

平成26年台風第11号
襲来時の最高水位
の状況

363

この時、安濃ダムでは746万㎥（およそ東京ドーム６個分）の
雨水をダムに貯め込むことで、安濃川の水位が最高に達した
時点でも下流への放流量を最小限に抑えることができました。

安濃ダムでは、ダム直下に河川放流
水を活用した小水力発電施設が完成
し 、平成２８年４月、再生可能エネル
ギー固定価格買い取り制度による売
電を開始。

この事業は県と市が連携して実施し
たもので、市は事業費の25％を負担
するなど、環境への負荷の少ない社
会の形成に取り組んでいます。

地球温暖化
防止に貢献

国営施設機能保全事業「中勢用水地区」の完了国営施設機能保全事業「中勢用水地区」の完了

安濃ダムの堆砂対策及び基幹的な農業水利施設（第三頭首工など）の補修整備を
目的に、国営施設機能保全事業「中勢用水地区」として、平成２４年度に事業着手し、
令和５年度に事業完了となりました。

１号貯砂堰堤 堆積土砂の掘削・搬出

計画的に堆積土砂
の搬出を行い、
約１３万㎥の土砂
を浚渫

安濃ダム・洪水放流非常用ゲート補修 安濃川・第三頭首工洪水ゲート補修安濃ダムの洪水放
流非常用ゲートな
どの機械設備や、
第三頭首工、幹線
水路設備などの
整備を実施

上記の写真提供：東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所
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１

２

３

個体数の調整

防護柵の推進

地域ぐるみの取組

市内の猟友会の協力により、シカ・サル・イノシシの捕獲を推進

電気柵・金網フェンスなどの設置に係る材料費を補助

野生鳥獣の地域への侵入を防止するため、地域対策協議会の設置・運営を支援

シカ サル

野生鳥獣による
農作物への被害例

キャベツ畑

ダイコン畑

田んぼ

獣害対策の三本柱

イノシシ

データでみる津市の獣害被害・対策の状況

獣害被害額の推移 主な有害獣捕獲状況

１３－(５)－① 獣害対策①

km
※H29～R5は、サル一斉捕獲事業を含む。

防護柵の設置距離獣害対策費の推移百万円

百万円

364

2,937

4,544

3,962
4,471

5,583
5,135

4,908
4,579

4,616

4,284
3,883

3,990
3,814

頭

112.6160.0
221.4

270.4
313.9

359.3
389.1

408.4
473.8

525.3
562.5

588.4
619.9

646.1
675.5

705.9
■過年度施工
■当該年度施工

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

Ｒ元
年度

Ｒ２
年度

Ｒ３
年度

Ｒ４
年度

Ｒ５
年度

■サル 109 130 80 77 225 138 192 235 266 148 52 84 19

■イノシシ 173 1,448 786 1,053 1,295 1,266 1,363 1,337 1,343 684 311 583 533

■シカ 2,655 2,966 3,096 3,341 4,063 3,731 3,353 3,007 2,896 3,268 3,390 3,184 3,111

■小動物 111 184 130 139 154

13.農林水産
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地域獣害対策協議会による取組

目標１ 有害鳥獣を減らす！

目標２ 農地などへ寄せ付けない！

自然植生に目立った影響が出ないような数まで減らす取組を支援

●捕獲檻設置等の補助金や捕獲の報償金を支給
サル成獣 25,000円（幼獣 25,000円）
シカ成獣 10,000円（幼獣 3,000円）
イノシシ成獣 10,000円（幼獣 3,000円）
小動物成獣 1,000円（幼獣 1,000円）
カラス 500円
●新たな大型囲い罠により、シカ・イノシシの多頭捕獲の継続
●捕獲が困難で広いエリアを行動するサルについて、行動範囲と頭
数を把握し、新たな方法による捕獲を実施

現在、市内には３３の地域獣害対策協議会が設置され、農作物を守る
ため、地域ぐるみで有害獣の追い払い活動などが行われています。

農地を防護柵で囲むなど、地域ぐるみで野性鳥獣が寄り付かない環境を
整備
●防護柵設置の指導や補助
●地域獣害対策協議会の設立や活動への補助
●追い払い用の花火などの支給

里山と農地の間に設置された防護柵 田んぼの周りに設置された電気柵

モデルガンとロケット花火を使用したサルの追い払い講習

水路に設置された電気柵（フラッドゲート）

令和7年度の獣害対策 ～地域に寄り添った取組を引き続き推進～ 予算 67,494千円

１３－(５)－② 獣害対策②

●有害捕獲の担い手支援
有害捕獲基礎知識研修会を開催

●近年目立つアライグマによる農作物への被害や生活環境
被害への対策として捕獲檻の貸出を実施

365

（R7.2月末現在）

※人件費除く
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平成２６年９月１日号 広報津より

１３－(５)－③【市長コラム】獣害から農業を守る

366
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１３－(５)－④ 獣害から農地を守るプロジェクト

戦略① 「全ての農地を獣害から守る」
→【平成２８年度から防護柵補助制度の要件緩和と小規模農地への支援を実施】

防護柵補助制度 市単独事業

受益面積１ｈａ未満
中山間は0.5ｈａ未満

優良農地
（農振農用地
（一団農地））

小規模農地
（主に農振農
用地外）

制度なし
原則、受益農家の戸数設定、面積設定、
農用地設定を設けず、防護柵の設置を支援

②小規模農地鳥獣害防止事業

令和６年度予算
３，７８１千円

新たな制度を創設！

主に0.5ｈａ未満の農地に対応（小規模農地を全てカバー）

資機材の１/２補助
上限８万円

①農産物鳥獣害対策事業

資機材の１/２補助

上限１００万円

津市の農業経営体の耕地面積で最も多い0.5ｈａ～1ｈａをカバー

現行の補助要件である１ｈａ以上の受益面積を

０．５ha以上に緩和（中山間は０．３ha以上）

令和６年度予算
７，６４５千円

補助要件を緩和！

0.5ha以上の農業振興地域内にあるすべての農地に対応

優良農地 受益農家２戸以上ある一団の農地 小規模農地農振農用地内外を問わず全ての農地

現行要件：農振農用地で受益面積１ha以上（中山間
は0.5ha以上）、受益農家２戸以上の場合、資機材
の１/２（上限100万円）を補助 全ての農地を対象に補助 補助はどちらかを選択

戦略② 「地域に寄り添った獣害対策の推進」 →【津市獣害対策相談チームの体制強化】

地域に出向き､耕作者､協議会等と共に獣害対策
の確認・相談・被害調査を実施

柵設置・檻貸出、協議会活動、捕獲等への支援

貸出檻の設置、管理

追払い、見回りの実施

再任用職員２名、会計年度職員７名、総合支所担当者９名、農林水産政策課職員全員を として指名津市獣害対策相談チーム

１ 見回り・相談・被害調査

２ 市街地等での獣出没時対応

３ 被害防止対策

業務内容を明確にし、それに対応した体制を整備
４つの総合支所に計７名を配置
（再任用職員、会計年度職員）

農林水産政策課担当者全員、各総合支所
獣害担当者１名（計９名）で対応

狩猟免許を有する会計年度職員７名
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管理された捕獲檻

新設された防護柵

座談会の様子

平成２８年７月１２日に

片田地区獣害対策協議会からスタート

獣害対策相談チームと津市広域獣害対策

連絡協議会が座談会の開催を呼びかけ

１３－(５)－⑤ 獣害対策相談チームの活動実績報告①

地域に寄り添った
集落座談会の開催

獣の適切な

追い払い方法の助言

状況の把握と

対策方法等

の提案

捕獲檻の適切な管理

防護柵の
新たな提案

防護柵等補助

制度の周知

令和５年度実績

地域におもむき
調査や相談業務を

延べ984回
実施

市街地等に出没するサル・
シカなどの追払い等

延べ1,088回
実施
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市単防護柵

協議会設置数 ３３カ所（令和７年２月末現在）

津市獣害対策相談チームによる地域ぐるみの取組を推進

新たに設立された協議会

設立に向け協議中（３地区）

粟加、三郷、佐田

獣害対策協議会設置支援

１３－(５)－⑥ 獣害対策相談チームの活動実績報告②

小動物被害対策の推進

■ ①農産物鳥獣害対策事業 ■ ②小規模農地被害防止事業 （Ｈ２８事業スタート）

（単位：ｍ）

369

協議会名称 設立年月日

林獣害対策協議会 令和元年６月30日

竹原地区鳥獣被害対策協議会 令和元年9月17日

下之川地区獣害対策協議会 令和2年4月5日

香良洲梨部会獣害対策協議会 令和2年4月30日

多気地区鳥獣害対策協議会 令和3年4月1日

太郎生地区鳥獣被害対策協議会 令和5年11月26日 年度 H29年度 H30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

捕獲数 135頭 181頭 137頭 165頭 116頭 159頭 192頭

【貸出用檻数：188基、延べ1,684回貸出（令和５年度末現在）】

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

66 30,389ｍ

Ｒ５年度設置実績

延長

22 23,957ｍ

44 6,432ｍ

Ｒ２年度設置実績

延長 延長

122 25,894m

39

129 31,520ｍ

90 12,402ｍ

19,118ｍ

区分

①農産物鳥獣害

対策事業

②小規模農地鳥

獣害防止事業

計

Ｒ元年度設置実績

22

100

12,796m

13,098m

29,414ｍ

Ｒ３年度設置実績

延長

Ｒ４年度設置実績

延長

91 26,200ｍ 75

19 14,555ｍ

56 14,859ｍ

29 14,763ｍ

62 11,437ｍ
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１３－(６)－① 林業振興施策①

現 状
国有林

民有林 40,792ha

市有林 県有林 財産区有林 森林総研 私有林
740ha 999ha 809ha 507ha 1,087ha 37,390ha

（森林林業統計書より）○津市の森林面積 41,532ha

（森林林業統計書より）

津市内の林道
路線数 170
延長 247km
利用区域 16,553ha
路網密度 6m/ha

木材価格
S54 40,833円/㎥

H24 10,206円/㎥

R5 15,026円/㎥

林業就業者数(津市)
H12 192人

H27 111人

R2 116人

課 題

○木材価格の低迷に伴い林業の採算が合わない
・林業者の意欲低下
・放置森林の発生（間伐面積の減少）

○後継者不足
○森林所有者が山へ行かなくなった
○近年の豪雨により林道が荒廃している

放置されると森林は荒廃する

森林経営計画
認定面積 5,442ha

※国・県認定含む

カバー率 13.3％
○三重県の平均13.2％

370

森林環境創造事業

森林経営計画の総計の移り変わり（市認定）
団地数 認定面積 間伐計画面積

H30 21 2,570ha 1,565ha
R1       24 3,041ha 1,860ha
R2       27 3,956ha 2,208ha
R3       26      4,079ha      2,251ha
R4       26      4,305ha      1,943ha
R5       20      4,119ha      1,522ha

○森林整備の取り組み状況

林道中畑線開設工事
延長 累計

R1 114m 1,226m
R2 11m 1,237m
R3    142m    1,379m
R4 20m 1,399m
R5  195m 1,594m
R6     26m    1,620m

間伐実施面積
R1 541ha
R2 531ha
R3 634ha
R4 654ha
R5 569ha

（森林林業統計書より）

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

13.5ha 22.4ha 14.8ha

（国勢調査より）

13.農林水産
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16.44ha 14.85ha

間伐
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１３－(６)－② 林業振興施策②

強い森林づくり促進事業
（令和7年度予算 ： 30，835千円）
人工林を適切に維持管理することで林業の
活性化を図るとともに、森林の有する多面的
機能の増進を図るため、国、県の間伐等補助
事業への市単独による追加支援

森林環境創造事業
（令和7年度予算 ： ４，１7７千円）
森林所有者から管理委託された森林を市
民全体がその恩恵を享受する公共財産と
位置づけ、多様な公益的機能の持続的かつ
高度な発揮を目的に環境林整備を実施

森林整備地域活動支援事業
（令和7年度予算 ： 6，090千円）
森林経営計画を作成段階として必要な活
動となる所有者の特定、境界の確認、間伐
実施の森林所有者の同意取り付け等にか
かる経費について支援することにより、森
林経営計画の作成促進を図る

生産林においては、路網の整備、森林施業の集約化を軸に支援を行い、持続可能な林
業経営を目指し、環境林においては、環境林整備により森林を公共財と位置付けた公
益的機能を高度に発揮する多様な森林づくりを進める。

広葉樹植栽奨励事業
（令和7年度予算 ： １１２千円）

クヌギやケヤキ等の広葉樹の植栽について
支援し、森林の保全・水源かん養・防災その他
自然環境の保護を図る

課題解決に向けた取組①
～森林の保全～
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１３－(６)－③ 林業振興施策③

森林所有者が自らの山から木を出荷する取組や、竹林の整備に対し
て支援し、自分の山を自分で整備する意識づけを図る。

林道の開設や維持管理、高性能林業機械の導入支援を通じて、森林の適正な管
理や伐採木の搬出等、林業の低コスト化を図る。また、林地台帳を整備し、林業事
業体等による効率的な施業集約化を図る。

課題解決に向けた取組②
～林業生産基盤の整備～

課題解決に向けた取組③
～自力で行う森林整備への支援～

林道等維持管理事業
（令和7年度予算 ： １４，115千円）
通行の安全性確保を目的とし、林道施設の修
繕、補修用原材料の支給、草刈業務等を実施

林道中畑線開設工事
（令和7年度予算 ： 23，０００千円）
森林施業を効率的に行うこと、災害時の集落の孤
立を防ぐことを目的として開設
場所 美里町平木地内
事業費 471,080千円
計画開設延長 Ｌ＝2,040ｍ
幅員 ｗ＝3.0ｍ
林道種類 自動車道3級
利用区域 Ａ＝71ｈａ

木の駅の出荷時における材積
数量の把握手間の軽減を図るた
めに、トラックスケールを主催者
に貸出
また、木の駅に出荷する木材の
搬出の労力軽減を図るためポー
タブルウインチを貸出
ポータブルウインチは主催者を
通じて、個人の方も借用可能

木質バイオマス利用支援事業
竹林整備により発生した
竹を破砕する機械を貸出す
ることにより、里山の保全
を図る
自治会等の里山整備をす
る団体を対象に貸出
なお、みえ森と緑の県民
税市町交付金（基本枠）を
活用し、令和４年度に小型
竹破砕機を追加で１台導入

竹破砕機貸出事業

林道施設長寿命化対策事業
（令和7年度予算：10,550千円【委託料】）

（令和7年度予算：10,895千円【工事請負費】）

林野庁インフラ長寿命化計画に基づ
き実施した林道の橋梁・トンネル点検診
断等の結果を踏まえて作成した長寿命化
計画による橋梁の修繕を行うため、測量

設計を実施し、その後、修繕を実施する。
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場所 林道柚ノ木越線
林道笹子線
林道桑俣線
林道大椋谷線
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１３－(６)－④ 林業振興施策④

林地残材の搬出促進
山 林

山土場

チップ工場

「山から山土場までの
林地残材の搬出補助」

5,120円/トン

「山土場から
チップ工場までの搬出補助」

960円/トン

みえ森と緑の県民税市町交付金を活用し、地域の実情に応じた創意工
夫の森林づくりを図る。

課題解決に向けた取組④
～みえ森と緑の県民税市町交付金事業～

林地残材搬出促進事業 （令和7年度予算 ： 24,212千円）基本枠

連携枠
県と市町が連携して取り組む事業！

森林環境教育事業
（令和7年度予算 ： ４８６千円）

木のぬくもりや、
木の良さを知って
もらうため、森林教
室を開催し、「森を
育む人」づくりのき
っかけを提供

流域防災機能強化対策事業
（令和７年度予算 ：４０，４００千円）

土壌侵食のおそれが
ある渓流沿いの森林に
おいて、根系や下層植
生の発達を促す森林整
備を実施し、流域の防
災機能の強化を図る

みえ森と緑の県民税を活
用し、間伐に伴う林地残材に
ついて搬出補助を行うこと
で、森林内に放置されている
間伐材の搬出を促進し、災害
に強い森林づくりを推進

災害からライフラインを守る
事前伐採事業

（令和７年度予算 ： １０，９００千円）

台風等の倒木被害により、電気な
どのライフラインが寸断される恐れ
のある樹木を事前に伐採することで、
住民の安全・安心な暮らしを守る

県と津市とライフライン事業者の
三者が協定を締結して取り組む
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１３－(７) 森林環境税及び森林環境譲与税の創設

森林環境税及び森林環境譲与税の概要

令和元年度から譲与されている森林環境譲与税を活用し、未
整備森林の解消を目指し、健全な森林づくりを図る。

課題解決に向けた取組⑤
～森林環境税と森林環境譲与税～

森林の持つ公益的機能を発揮させるため、国民皆で森林を支える仕組みで、間伐等の森林整備などに使われる国税。令和６年度から森林環境
税の徴収が始まっている。地元公共団体への譲与は令和元年度から行われており、津市では積極的に活用し事業を実施している。

津市産の
木 材 を 主
要 部 材 に
使用して新
たに建築す
る 木 造 住
宅に対して
支援。

R1 R2
R4

令和元年度
から始まる森
林経営管理事
業に備え、三重
県等との情報
共有や、制度
内容の把握及
び方向性を決
定。
また、基礎調
査を実施し、津
市全体及び芸
濃地域の森林
区分図を作成。

森林経営管理法が施行された
令和元年度からすぐに着手!!

○意向調査
津市内に森林を所有している方へ、今
後の森林管理について意向を確認する
調査票を送付。
R1 芸濃地域、R2 美杉地域、R3
一志地域、白山地域の一部、R4 久居
地域、美里地域、白山地域の一部、R5
津地域、河芸地域、安濃地域

○森林現況調査・境界明確化
経営管理権を設定する予定森林の現
況調査及び所有権界の明確化を実施。

○森林整備
経営管理権を設定した森林において間伐
を実施。切り倒した木は等高線状に並べて
整理。

○体制の強化
正規職員の他に、会計年度任用職員３
名が森林経営管理事業関連業務に従事。

森林経営管理事業

小規模森林整備促進事業

木材利用促進事業

令和７年度予算額
７,62３千円

令和7年度予算額
186,75３千円

令和７年度予算額
１,５００千円

森林所有者
等が自ら行う
施業面積が５
ｈａ未満の小
規模森林の整
備（間伐、植
栽）に対する
支援。
森林所有者
が個人で申請
することも可
能。

未
整
備
森
林
の
解
消
、
林
業
・木
材
産
業
の
振
興

R2.11.2
経営管理権集積計
画①公告

R4.3.18
経営管理権集積計画
②公告

R4.3.16
経営管理実施権配分
計画公告

事前準備

森林環境譲与税
津市への譲与額

令和元年度
50,875千円

令和２年度
108,112千円

令和３年度
108,204千円

令和４年度
141,190
千円

令和５年度
141,190
千円

R5.3.28
経営管理権集積
計画③公告

令和６年度
179,143
千円

13.農林水産

R3 R5
R5.12.8
経営管理権集積
計画④公告
R6.3.22
経営管理権集積
計画⑤公告

R6.12.9
経営管理権集積
計画⑥公告

R7

（見込）

令和7年度
192,000
千円

（見込）

R6
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１３－(８) 森林経営管理事業の流れ（本市の取組）
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１３－(９)－① 森林経営管理事業の取組状況について①
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１３－(９)－② 森林経営管理事業の取組状況について②

377

▶ 森林現況調査・境界明確化の実施状況 （令和元年度～令和５年度）

(人) (ｈ
ａ)
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１３－(９)－④ 森林経営管理事業の取組状況について④

379
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１３－(９)－⑤【市長コラム】繰り返される森林の危機

令和２年１０月１日号 広報津より

380
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１３－(１０)【市長コラム】市町村が始める森づくり

令和３年１２月１日号 広報津より
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１３－(１１)－① 水産業振興施策①

基本的な施策の方向

課 題

課題の解決に向けて

漁業基盤の整備 魚食の推進

資源管理型漁業の推進
5，1００千円

漁港施設等の維持管理 水産資源の減少 漁業者の高齢化・後継者不足

魚食の推進・ＰＲ
５００千円

現 状

漁獲金額の漁協別比率（R5）

【漁業協同組合】
■白塚漁業協同組合
■松阪漁業協同組合
※河芸町漁業協同組合と白塚漁
業協同組合はＨ29年7月に、
香良洲漁業協同組合はＲ４年
４月に松阪漁業協同組合と合
併しました。

香良洲
87,000千円
18％ 白塚

408,000千円
82％

漁獲金額 ４95，０００千円
（令和5年調査 港勢調査より）

【漁港】
・白塚漁港（白塚地区・河芸地区）
・香良洲漁港
※河芸漁港と白塚漁港はＨ30 
年１月に統合しました。

令和7年度予算額 １４，875千円

漁港等維持管理事業
８，442千円

漁業者数（組合員数）

年代別構成割合（R5）

133

128

123

119

114

106

100

105

110

115

120

125

130

135

Ｈ30 R1 R2 R3 R4 R5
0

（人）
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30歳未満

3%
30歳代

7%

40歳代

10%

50歳代

24%

60歳代

17%

70歳代

26%

80歳以上

13%
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１３－(１１)－② 水産業振興施策②

○海岸保全施設の基盤整備による機能向上
香良洲漁港の海岸保全施設において、老朽化により低下した施設
の長寿命化を図り、高潮・津波被害に備えるため堤防の更新工事
等を実施（平成29年度～令和３年度）
○漁港施設の機能保全のための計画的な改修
香良洲漁港の漁港施設において、老朽化により施設の機能が低
下していることから、平成23年度に策定した機能保全計画に基
づき、計画的に機能保全工事を実施（重要施設については、令和
元年度に完了）
○漁港の除草清掃等の維持 ・管理

●水産物の消費拡大に向けたイベント等の開催を支援
●漁業経営体の体質強化 に向けた漁協合併の促進

海岸保全施設等の基盤整備の推進

●伊勢湾内の関係漁協の連携による水産資源の管理（水産資源の保護）
●ハマグリ等の稚貝放流に支援・補助
●ガザミ、クルマエビ等の種苗放流の実施

資源管理型漁業の推進

イベント開催 漁協合併の促進

ガザミ種苗放流

漁業経営基盤の強化

漁業基盤の整備

経営基盤の強化

機
能
保
全

施設の老朽化 施設の更新

ハマグリ稚貝放流

長
寿
命
化

堤防の更新堤防の老朽化

（白塚・河芸町漁協合併 H29.7）
（松阪・香良洲漁協合併 R 4.4） 383
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T s u C i t y１３－(１１)－③ 白塚漁港（白塚地区・河芸地区）
の県営化について

白塚漁港（河芸地区）

白塚漁港（白塚地区）

平成３０年３月１０日より白塚漁港（白塚地区・河芸地区）は県営（県管理）となりました！！

漁港県営化の経緯

平成29年3月28日 国が漁港漁場整備法に基づく新たな漁港漁場整備長期計画を策定

三重県では新たな漁港漁場整備長期計画に合わせて新たな圏域計画を策定

水産物の生産・流通に一体性を有する範囲として、県内に６つの圏域を設定しており、白塚漁港に
ついては、伊勢湾南部圏域における流通拠点漁港として新たに選定される
なお、平成29年7月3日の白塚漁業協同組合と河芸町漁業協同組合の漁協合併に伴い、漁港につ
いても白塚漁港（白塚地区）へ市場機能の集約を図り、維持管理費の縮減や施設の一体的な利用に
よる効率化を図るなどの話が進んでいることから、漁協合併後の利用形態を見据えて白塚漁港（白
塚地区・河芸地区）とする

白塚漁港は第２種漁港としての要件をすべて備えている

県営化後の漁港の管理

平成３０年度から白塚漁港海岸が国の
高率補助事業（海岸保全施設整備事業）として認定される

高率補助（事業費の２/３補助）

白塚漁港海岸は三重県の事業として高率補助で堤防を整備中

（事業ベース予算） ※通常予算、補正予算含む

平成30年度 ２億７，０００万円
令和元年度 ２億８，４００万円
令和 ２年度 ２億４，０００万円
令和 ３年度 １億９，５００万円
令和 ４年度 ３億３，０００万円
令和 ５年度 ２億７，０００万円
令和 ６年度 ２億１，０００万円 384
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